
県
道

道
路
の
種
類

第

二

千

六

百

二

十

四

号

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

篠

原

八
百
津
線

路
線
名

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
字
鳥

屋
ヶ
鼻
一
一
二
四
番
二
〇
地

先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一
一
一
六
番
一
七
地

先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

九
七
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

九
九

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

九
九

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

高
齢
福
祉
課)

一
〇
〇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

一
〇
〇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

(
同

)

一
〇
〇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
廃
止

(
同

)

一
〇
一

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

同

)

一
〇
一

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

一
〇
一

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

建
設
政
策
課)

一
〇
一

○
公
共
測
量
の
終
了

(

用

地

課)
一
〇
二

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)
一
〇
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
九
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
十
六
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日



県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

中
野
方

七

宗
線

路
線
名

篠

原

八
百
津
線

路
線
名

加
茂
郡
八
百
津
町
福
地
字
小

洞
一
〇
四
番
八
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
島

洞
七
六
八
番
五
地
先
ま
で

区

間

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
字
鳥

屋
ヶ
鼻
一
一
二
四
番
三
八
地

先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一
一
二
四
番
二
一
地

先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

中
野
方

七

宗
線

路
線
名

区

間

加
茂
郡
八
百
津
町
福
地
字
島

洞
七
三
七
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

七
二
九
番
三
地
先
ま
で

区

間

区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類 県

道

篠

原

八
百
津
線

路
線
名

恵

那

御

嵩
線

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
字
本
郷
一

一
四
三
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一

一
三
七
番
二
地
先
ま
で

区

間

可
児
郡
御
嵩
町
美
佐
野
字
奥

洞
山
三
一
〇
八
番
一
地
先
地

内

後 前���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･�平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ��･� ��･�平

成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

道
路
の
種
類

恵

那

御

嵩
線

路
線
名

可
児
郡
御
嵩
町
美
佐
野
字
奥
洞
山

三
一
〇
八
番
一
地
先
地
内

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
百
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
ー
た
す

三

代

表

者

の

氏

名

西
鶴
園

弥
生

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
安
八
郡
神
戸
町
大
字
和
泉
四
五
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
・
者
が
地
域
で
地
域
生
活
で
き
る
社
会

の
実
現
を
図
る
た
め
、
障
害
を
持
っ
た
人
た
ち
や
地
域
の
人
た
ち

に
対
し
て
、
障
害
を
持
っ
た
人
た
ち
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
業
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事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

事
業
所
の
名
称

事

業

所

の

所

在

地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指

定

年
月
日

有
限
会
社

エ

事
業
者
の
名
称

株
式
会
社

ゑ

び
す
や

株
式
会
社

ゑ

び
す
や

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
安
穏
塾

皆
生

切
石
の

事
業
所
の
名
称

株
式
会
社

ゑ

び
す
や

株
式
会
社

ゑ

び
す
や

事
業
所
の
名
称

野
の
風
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー

大
垣
市
安
井
町
二
丁
目
一
〇
―

事

業

所

の

所

在

地

可
児
市
下
恵
土
五
三
〇
三
―
二

可
児
市
下
恵
土
五
三
〇
三
―
二

事

業

所

の

所

在

地

高
山
市
丹
生
川
町
新
張
三
二
五

五
―
七
一

居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

福
祉
用
具

貸
与

特
定
福
祉

用
具
販
売

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

通
所
介
護

平
成

指

定

年
月
日

平
成

二
七
・

一
・
三
一

平
成

二
七
・

一
・
三
一

廃

止

年
月
日

平
成

二
七
・

一
・

五

や
、
暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ノ
ー

マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
イ
ベ
ン
ト
倶
楽
部

三

代

表

者

の

氏

名

森

優
美
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
二
四
四
二
番
地
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
に
可
茂
地
域
の
住
民
を
対
象
と
し
て
住
民
相

互
の
交
流
に
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
各

種
団
体
と
の
新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
形
成
し
て
い
く
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四
十

一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四

十
六
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

株
式
会
社
横
浜

フ
ァ
ニ
チ
ャ
ー

サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
ア
バ

ン
セ
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト

事
業
者
の
名
称

コ
・
エ
ン
タ
ー

プ
ラ
イ
ズ

事
業
所
の
名
称

ケ
ア
プ
ラ
ン
か

け
橋

ア
バ
ン
セ
介
護

セ
ン
タ
ー
た
じ

み
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

事
業
所
の
名
称

介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

事

業

所

の

所

在

地

多
治
見
市
坂
上
町
一
〇
―
二
九

―
一
グ
リ
ー
ン
ビ
ュ
ー
坂
上
一

〇
三

多
治
見
市
前
畑
町
二
―
二
七

事

業

所

の

所

在

地

一

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

支
援

指

定

年
月
日

平
成

二
七
・

一
・

一

平
成

二
七
・

一
・
三
一

廃

止

年
月
日

二
七
・

一
・

一

取
消
年
月

日 株
式
会
社

ゑ

び
す
や

株
式
会
社

ゑ

び
す
や

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
安
穏
塾商

号
又
は

名
称

株
式
会
社

ゑ

び
す
や

株
式
会
社

ゑ

び
す
や

事
業
所
の
名
称

野
の
風
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

代
表
者
の

氏
名

可
児
市
下
恵
土
五
三
〇
三
―
二

可
児
市
下
恵
土
五
三
〇
三
―
二

事

業

所

の

所

在

地

高
山
市
丹
生
川
町
新
張
三
二
五

五
―
七
一

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

許
可
番
号

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

介
護
予
防

通
所
介
護

取
り
消
し
た
工
事
業

平
成

二
七
・

一
・
三
一

平
成

二
七
・

一
・
三
一

廃

止

年
月
日

平
成

二
七
・

一
・

五

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法

第
五
十
三
条
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号(

廃
業
等)

の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十

七
年
一
月

二
十
三
日

平
成
二
十

七
年
一
月

二
十
日

平
成
二
十

七
年
一
月

十
九
日

平
成
二
十

七
年
一
月

十
九
日

平
成
二
十

七
年
一
月

十
六
日

平
成
二
十

七
年
一
月

十
四
日

平
成
二
十

七
年
一
月

七
日

平
成
二
十

七
年
一
月

七
日

平
成
二
十

七
年
一
月

五
日

平
成
二
十

七
年
一
月

五
日

平
成
二
十

六
年
十
二

月
十
八
日

貴
動
建
設

株
式
会
社

シ
バ
タ
建

築 株
式
会
社

ア
ー
キ
・

ク
ラ
フ
ト

モ
リ
タ
興

業 プ
ラ
ス
ピ

ー
ビ
ー

河
村
電
機

商
会

中
部
電
設

有
限
会
社

有
限
会
社

富
士
建
材

米
長
サ
ッ

シ
硝
子
有

限
会
社

鍵
谷
建
築

株
式
会
社

材
半
建
設

代
表
取
締

役

津
屋

正
二

柴
田
民
雄

代
表
取
締

役

桐
山

貞
善

森
田
圭
司

福
田
正
人

河
村
信
男

代
表
取
締

役

戸
田

清 代
表
取
締

役

古
田

明
生

代
表
取
締

役

長
井

哲
治

鍵
谷
正
美

代
表
取
締

役

後
藤

啓
太

本
巣
市
石
神
字

村
之
内
四
三
二

番
地
の
一

岐
阜
市
御
望
二

丁
目
二
四
番

大
垣
市
本
今
四

丁
目
一
七
番
地

山
県
市
高
富
一

四
四
八
番
地

岐
阜
市
芥
見
清

水
五
―
四

岐
阜
市
栄
新
町

二
丁
目
六
二

岐
阜
市
水
海
道

二
丁
目
八
番
一

号 羽
島
郡
岐
南
町

伏
屋
三
丁
目
二

一
三
番
地
の
二

大
垣
市
赤
坂
新

田
一
―
五
五

可
児
郡
御
嵩
町

伏
見
一
〇
二
九

―
一

海
津
市
平
田
町

今
尾
三
〇
八
六

般
二
十
四
―

一
〇
〇
三
二

二 般
二
十
四
―

一
〇
一
九
一

四 般
二
十
二
―

二
〇
〇
五
八

〇 般
二
十
五
―

一
〇
二
〇
七

九 般
二
十
四
―

一
〇
二
五
二

〇 般
二
十
三
―

六
一
二
一

般
二
十
六
―

一
〇
一
四
〇

九 般
二
十
一
―

一
四
九
三
五

般
二
十
二
―

一
三
六
一
五

般
二
十
三
―

七
九
六
七

般
二
十
四
―

一
六
五
四
二

管
工
事
業

建
築
及
び
大
工
工
事

業 建
築
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

塗
装
工
事
業

電
気
工
事
業

電
気
工
事
業

建
築
工
事
業

ガ
ラ
ス
工
事
業

建
築
及
び
大
工
工
事

業 造
園
工
事
業

平
成
二
十

七
年
一
月

二
十
八
日

平
成
二
十

七
年
一
月

二
十
七
日

平
成
二
十

七
年
一
月

二
十
七
日

大
澤
建
築

株
式
会
社

パ
ス
ト
ー

ル 株
式
会
社

杉
浦
建
設

大
澤
正
男

代
表
取
締

役

小
川

弘 代
表
取
締

役

杉
浦

秀
世

可
児
市
西
帷
子

一
〇
六
四

高
山
市
松
之
木

町
一
〇
二
〇
―

一
番
地

恵
那
市
明
智
町

九
四
七
―
八
五

般
二
十
二
―

一
五
〇
〇
八

般
二
十
一
―

八
五
〇
一
一

三 般
二
十
一
―

七
〇
〇
四
三

五

建
築
及
び
大
工
工
事

業 土
木
、
と
び
・
土
工

及
び
ほ
装
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
北
陸
地
方
整
備
局
神
通
川
水
系
砂
防
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
北
陸
地
方
整
備
局
神
通
川
水
系
砂
防
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

航
空
レ
ー
ザ
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日
か
ら

同

二
十
七
年
一
月
二
十
二
日
ま
で

四

作
業
地
域

大
野
郡
白
川
村

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

〇
号
の
三

平
成
二
六
・

七
・
二
四

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

安
八
郡
安
八
町
南
今
ヶ
渕
字
中
筋
五
一
三
番

一
及
び
五
一
四
番
一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

道
路

公
共
施
設
の

種
類

開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

安
八
郡
安
八
町
南
今
ヶ
渕
五
〇
六
番
地
の
三

株
式
会
社
大
安
ハ
イ
ム

代
表
取
締
役

渡

部

久

安

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
富
加
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

富
加
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

数
値
図
化
、
数
値
地
形
図
修
正
及
び
都
市
計
画
基
本
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
七
月
三
日
か
ら

同

二
十
七
年
一
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

加
茂
郡
富
加
町

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社
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